
7

里親月間～子どもたちの未来のためにできることを考えよう 10月・11月は

里親Q&A

里親になるには

令和4年（2022年）11月1日
区役所 〒154-8504 世田谷4-21-27　HP https://www.city.setagaya.lg.jp/ せたがやコール ☎03-5432-3333  FAX03-5432-3100

Q.1 Q.2 Q.3 Q.5Q.4
子どもの養育にかかる
費用は支給されますか？

共働きでも
里親になれますか？

実子がいても
里親になれますか？

里親とは
養子縁組のことですか？

単身者や同性カップルでも
里親になれますか？

　子どもの年齢等に応じて、
里親に対する手当や生活費、
教育費等が公費で支給され
ます。　   

　子どもの養育に支障のな
い範囲での共働きは問題あ
りません。必要に応じて保
育所等の利用も可能です。  

　なれます。実の子どもに
里親になることを伝え、理
解を得たうえで、新しい家族
を迎えることが理想です。 

　里親＝養子縁組ではありま
せん。里親には養子縁組を前
提とする里親もありますが、
子どもを一定期間預かり育て
る養育家庭里親もあります。

　なれます（一定の要件あ
り）。例えば、単身者の場合
は、20歳以上の親族など養
育支援者がいることが必要
です。   

◆次のすべての条件を満たすことが必要です 

◆里親登録までのステップ

●区内在住
●心身ともに健全である
●子どもの養育についての理解や熱意、子どもに対する愛情がある
●経済的に困窮しておらず、世帯収入額が生活保護基準を上回っている
●家族構成に応じた適切な住環境がある
●里親制度が社会的養護※であることを理解し、児童相談所等の関係機関と
　協働できる
※社会的養護…保護者のいない児童や、保護者の適切な養育を受けられない児童を社会全体で育て、
支援する仕組みです。

❶相　　　　　談 フォスタリング機関※にご相談ください。里親になるための条件や
手続きなどをご説明します。

❷研　　　　　修 講義と児童養護施設等で実習の研修が必要です。

申請書類を児童相談所に提出します。❸申請書類の提出

児童相談所職員等が訪問し、面談等を行います。❹家庭訪問等調査

児童福祉審議会里親部会で審議の上、認定・登録されます。❺審査・認定・登録

※フォスタリング機関…里親登録をしている家庭に対し、日々の
子育ての悩みや養育の中で生じる困りごとなどを共有し、解決
に向けた支援を行う機関です。

登録後、面会や数時間の外出、宿泊などで子どもと一緒に過ごし、家庭に迎え入れます。

◆里親になりたい・もっと詳しく知りたい

●児童養護施設や里親等のもとを巣立った若者の安定した社
会的自立を支援するため、区では、「給付型奨学金」「住宅支援」

「居場所・地域交流支援」で構成される「せたがや若者フェア
スタート事業」を平成28年4月から実施しています。

●奨学金については、こうした若者たちの自立を社会全体で
支える仕組みとして皆様から寄せられた寄附金を活用して
います。

●寄附金を最大限活用し、親族等からのサポートが望めない
若者のさらなる支援を行うため、事業を拡充します。

　フォスタリング機関※（（社福）東京育成園 フォスター
ホームサポートセンターともがき）にご相談ください。
〒156-0043 松原6-41-7 世田谷区児童相談所内
☎6379-2167

養育家庭等の経験がある方が、自宅で５～６人の子どもを育てます（区内に2か所あり）。

詳しい情報はこちら 検 索SETA-OYA

問 児童相談支援課 ☎6304-7736 FAX6304-7786

せたがや若者フェアスタート事業を拡充します
すべての若者が同じスタートラインに立ち、未来を切り開いていくために

●さらなる拡充の取組み

※基金（寄附金）活用事業

平成28年度 令和4年度 令和5年度令和5年度

給付型奨学金

住宅支援

資格等取得支援

家賃補助
居場所・
地域交流支援

拡充 拡充 対象者を拡大 等

拡充 対象者を拡大 等

新規

新規

相談支援新規

基金（寄附金）基金（寄附金）
のさらなるのさらなる
活用を想定活用を想定

対象者の年齢要件を拡大 等


